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第５１回石巻市新型インフルエンザ等対策本部会議（法令設置）会議要旨 

 

日 時：令和３年８月１８日（水）14：00～14：45 

会 場：防災センター２階 多目的ホール 

 

［報告事項］ 

１ 新型コロナウイルス感染症の状況等について（健康部） 

 ■市内のクラスター 

  石巻赤十字病院（８／９～８／１７までに３０名の陽性が確認） 

■患者発生状況 

市内感染者 ４５８名【8/17 現在】 ※その他、別紙参照 

 

－－－－－－ 異議なし －－－－－－ 

 

２ 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等について（健康部） 

 ■新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言 

  実施区域：１都１府１１県（沖縄県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、

茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県） 

  実施期間：（沖縄県）５／２３～９／１２ 

  実施期間：（東京都）７／１２～９／１２ 

  実施期間：（埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府）８／２～９／１２ 

  実施期間：（茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県） 

８／２０～９／１２ 

 ■まん延防止等重点措置 

  実施区域：１道１５県（北海道、石川県、福島県、愛知県、滋賀県、熊本県、宮城県、

富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、鹿

児島県） 

  実施期間：（北海道、石川県）８／２～９／１２  

  実施期間：（福島県、愛知県、滋賀県、熊本県）８／８～９／１２ 

  実施期間：（宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、

愛媛県、鹿児島県）８／２０～９／１２ 

 

－－－－－－ 異議なし －－－－－－ 

 

３ まん延防止重点措置適用に伴う県の要請内容等について（健康部） 

  ■感染急拡大に伴う追加対策 

・仙台市内（全域）の接待を伴う・酒類を提供する飲食店等に対する時短要請の延長 
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 現行 8/17営業分以降 

要請対象 接待を伴う飲食店等、 

酒類を提供する飲食店等 継続（同左） 

対象地域 仙台市全域 

営業時間 午前 5時‐午後 9時 午前 5時‐午後 8時 

酒類提供 午前 11時‐午後 8時 午前 11時‐午後 7時 

要請期間 R3.7.21～R3.8.16 R3.8.17～R3.8.31 

※みやぎ飲食店コロナ対策認証制度の認証店は原則として要請対象外 

  ■宮城県（仙台市）まん延防止等重点措置適用に伴う対策 

  ・仙台市内（全域）の飲食店に対する時短要請 

 現行 8/20営業分以降 

要請対象 接待を伴う飲食店等、 

酒類を提供する飲食店等 
全ての飲食店 

対象地域 仙台市全域 
継続（同左） 

営業時間 午前 5時‐午後 8時 

酒類提供 午前 11時‐午後 7時 終日停止 

要請期間 R3.8.17～R3.8.31 R3.8.20～R3.9.12 

※みやぎ飲食店コロナ対策認証制度の認証店についても要請対象 

  ・県内（全域）の飲食店に対する時短要請 

 8/20営業分以降 

要請対象 全ての飲食店 

対象地域 県内全域（仙台市除く） 

営業時間 午前 5時‐午後 8時 

酒類提供 午前 11時‐午後 7時 

要請期間 R3.8.20～R3.9.12 

     ※みやぎ飲食店コロナ対策認証制度の認証店についても要請対象 

 

－－－－－－ 異議なし －－－－－－ 

 

［その他］ 

 ・特になし 

 

○第５２回対策本部会議日程 

［日時］８月３１日（火）庁議終了後 ［会場］防災センター２階 多目的ホール 

 
 

以 上 


